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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月20日(2010.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用画像撮影装置で撮影された複数の画像を入力する入力手段と、
　複数のフレームが配置されているテンプレートの各フレーム内に、前記複数の画像を一
枚ずつ合成して出力画像を作成する合成処理手段と、
　を備えたことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記入力手段により入力された複数の画像のそれぞれに対して関心領域を指定する関心
領域指定手段を更に備え、
　前記合成処理手段は、前記各フレーム内に、前記複数の画像のそれぞれに対して指定さ
れた関心領域を一つずつ合成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載に画像処理装置。
【請求項３】
　前記関心領域が内接するトリミング領域を画像領域として抽出する抽出手段を更に備え
、
　前記合成処理手段は、前記関心領域に代えて前記画像領域を前記各フレーム内に一つず
つ合成する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
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　前記合成処理手段は、前記テンプレートの各フレームの中心と前記各画像の中心とを一
致させて、前記各画像を各フレーム内に一つずつ合成する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記合成処理手段は、前記複数の画像の撮影倍率が一致するように、前記各画像を変倍
する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記合成処理手段は、前記各画像が前記テンプレートの各フレーム内で最大の大きさに
なるように、前記各画像を変倍する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　複数のテンプレートを記憶する記憶手段と、
　前記記憶されているテンプレートの中から、前記合成処理手段において用いられるテン
プレートを選択する選択手段と、を更に備え、
　前記記憶手段は、各フレームの大きさ及び配置を任意に設定することによって作成され
たテンプレート及び／又はフレームが水平方向と垂直方向とに規則的に配置されたテンプ
レートを複数記憶する、
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の画像処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　このような場合には、図３（ｂ）に示すように、一連で扱う個々の画像における所定の
閾値を越えるすべての画素を抱合する大きさの関心領域が指定される。例えば、一連の画
像全てに対して、上記のような各画像に最適な関心領域を指定する処理が行われ、その中
で最も大きな関心領域が、一連の画像の関心領域として指定される。その結果、一連の画
像すべてに対して関心領域の大きさと位置とを同一にすることができる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６５】
　まず、図１４（ａ）に示すように、各画像を閾値処理することにより関心領域が算出さ
れ、それぞれの関心領域を含む矩形画像（トリミング領域）の中心位置が求められる。そ
して、図１４（ｂ）に示すように、算出された矩形画像（トリミング領域）のうち、縦横
それぞれの最大値を持つ矩形画像（最大のトリミング領域）が算出され、その中心位置が
求められる。最後に、図１４（ｃ）に示すように、図１４（ａ）で算出された矩形画像（
トリミング領域）の中心位置と、図１４（ｂ）で算出された最大の矩形画像（トリミング
領域）の中心位置とが合わせられる。これにより、撮影時に患者が斜めになっていた場合
においても、体軸の中心位置を自動的にフレームの中央に配置することができる。
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